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今
定
例
会
で
可
決
さ
れ
た
主
な
議
案

（
議
員
提
出
）

○
茨
城
県
議
会
情
報
公
開
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る
条
例

（
知
事
提
出
）

◆
平
成
一
六
年
度
当
初
予
算
関
係

○
一
般
会
計
予
算
（
一
件
）

○
特
別
会
計
予
算
（
一
七
件
）

○
企
業
会
計
予
算
（
五
件
）

◆
平
成
一
五
年
度
補
正
予
算
関
係

○
一
般
会
計
補
正
予
算
（一
件
）

○
特
別
会
計
補
正
予
算
（一
六
件
）

○
企
業
会
計
補
正
予
算
（五
件
）

◆
条
例
の
制
定

○
地
方
独
立
行
政
法
人
法
等
の
施
行
に

伴
う
関
係
条
例
の
整
備
に
関
す
る
条

例
○
茨
城
県
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報

通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
条
例

○
食
品
衛
生
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
等
の
施
行
に
伴
う
関
係
条
例
の

整
備
に
関
す
る
条
例

○
茨
城
県
産
業
活
性
化
推
進
条
例

○
茨
城
県
産
業
技
術
短
期
大
学
校
の
設

置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例

○
国
立
大
学
法
人
法
等
の
施
行
に
伴
う

関
係
条
例
の
整
備
に
関
す
る
条
例

◆
条
例
の
一
部
改
正

○
茨
城
県
県
立
学
校
授
業
料
等
徴
収
条

例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
　
ほ
か

一
九
件

◆
そ
の
他

○
八
ッ
場
ダ
ム
の
建
設
に
関
す
る
基
本

計
画
の
変
更
に
関
す
る
意
見
に
つ
い

て
　
ほ
か
一
八
件

県
議
会
を
傍
聴
し
ま
せ
ん
か

　
本
会
議
は
、
特
別
の
場
合
を
除

き
、
誰
で
も
傍
聴
で
き
ま
す
。
（
傍

聴
席
は
三
百
席
で
先
着
順
で
す
）

　
本
会
議
等
の
日
程
・
開
会
時
間
や

常
任
委
員
会
、
特
別
委
員
会
の
傍
聴

に
つ
い
て
は
、
事
前
に
議
会
事
務
局

議
事
課
（
電
話
〇
二
九

三
〇
一

五
六
三
四
）
へ
お
尋
ね
く
だ
さ
い
。
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正
副
議
長
就
任
あ
い
さ
つ

変
革
の
時
代
へ
チ
ャ
レ
ン
ジ
す
る
県
議
会
海
野
透
茨
城
県
議
会
議
長

県
勢
発
展
の
た
め
の
議
会
運
営
葉
梨
衛
茨
城
県
議
会
副
議
長

　
先
の
第
一
回
定
例
会
に
お

き
ま
し
て
、
議
員
各
位
の
ご

推
挙
を
賜
り
第
九
五
代
議
長

に
就
任
い
た
し
ま
し
た
。
身

に
余
る
光
栄
で
あ
り
ま
す
と

と
も
に
、
改
め
て
そ
の
責
任

の
重
大
さ
を
痛
感
い
た
し
て

お
り
ま
す
。

　
二
一
世
紀
も
四
年
目
に
入

り
ま
し
た
が
、
イ
ラ
ク
や
北

朝
鮮
問
題
を
は
じ
め
と
し
て

世
界
情
勢
は
依
然
と
し
て
緊

迫
し
た
状
況
に
あ
る
一
方
、

世
界
経
済
は
グ
ロ
ー
バ
ル
な

競
争
が
一
段
と
厳
し
さ
を
増

し
て
お
り
ま
す
。

　
こ
う
し
た
中
、
わ
が
国
に

お
い
て
は
「
官
か
ら
民
へ
」

「
国
か
ら
地
方
へ
」
の

え

の
も
と
に
、
社
会
経
済
シ
ス

テ
ム
全
般
に
わ
た
る
構
造
改

革
が
推
進
さ
れ
て
お
り
地
域

間
の
競
争
は
ま
す
ま
す
激
し

く
な
っ
て
き
て
お
り
ま
す
。

　
こ
の
よ
う
な
時
こ
そ
、
本

県
の
持
つ
豊
か
な
可
能
性
を

最
大
限
に
生
か
し
、
日
本
を

リ
ー
ド
す
る
茨
城
を
築
い
て

い
く
こ
と
が
、
我
々
の
責
務

と

え
て
お
り
ま
す
。

　
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
私

ど
も
県
議
会
と
い
た
し
ま
し

て
も
「
変
革
の
時
代
へ
チ
ャ

レ
ン
ジ
す
る
県
議
会
」
を
モ

ッ
ト
ー
と
し
て
、
三
百
万
県

民
の
負
託
に
応
え
る
た
め
に

全
力
を
尽
く
し
て
ま
い
り
ま

す
の
で
、
県
民
の
皆
様
の
な

お
一
層
の
ご
支
援
、
ご
協
力

を
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

　
去
る
三
月
二
二
日
の
定
例

会
に
お
き
ま
し
て
、
第
九
七

代
副
議
長
に
就
任
い
た
し
ま

し
た
。
県
勢
発
展
の
た
め
、

海
野
議
長
を
補
佐
し
、
円
滑

な
議
会
運
営
に
最
善
の
努
力

を
し
て
ま
い
り
ま
す
。

　
さ
て
、
県
内
経
済
は
、
や

や
回
復
の
兆
し
を
見
せ
は
じ

め
て
は
お
り
ま
す
が
、
依
然

と
し
て
厳
し
い
状
況
に
あ
り

ま
す
。
こ
の
た
め
、
中
小
企

業
の
支
援
強
化
、
雇
用
の
確

保
な
ど
に
よ
り
県
内
経
済
の

活
性
化
を
図
る
こ
と
が
、
喫

緊
の
課
題
で
あ
り
ま
す
。

　
ま
た
、
本
格
的
な
地
方
分

権
時
代
が
到
来
す
る
一
方
、

地
方
交
付
税
の
削
減
な
ど
財

政
状
況
は
厳
し
さ
を
増
し
て

お
り
ま
す
。
政
策
の
選
択
と

集
中
を
徹
底
し
、
多
様
な
県

民
ニ
ー
ズ
に
的
確
に
対
応
し

た
効
率
的
な
行
財
政
運
営
が

必
要
で
あ
り
ま
す
。
さ
ら

に
、
本
格
的
な
少
子
・
高
齢

社
会
に
備
え
た
福
祉
・
医
療

施
策
の
推
進
や
教
育
・
文
化

の
充
実
、
上
下
水
道
や
道
路

な
ど
社
会
資
本
の
整
備
を
進

め
、
県
民
生
活
の
質
的
向
上

を
図
り
、
県
民
が
安
心
し
て

暮
ら
せ
る
環
境
づ
く
り
を
進

め
て
ま
い
り
ま
す
。

　
今
後
と
も
、
県
民
の
皆
様

の
ご
支
援
、
ご
協
力
を
お
願

い
申
し
上
げ
ま
す
。

年　

　厳しい経済状況が続く中、地域経済の持続的な発展及び県民生活
の向上を図ることを目的に、茨城県産業活性化推進条例が４月１日
から施行されました。この条例は、 企業の自主的な事業活動を助
けること、 科学技術集積など地域の強みや特性を活用し競争力を
高めること、 経営資源の確保の円滑化等中小企業に関する施策が
十分講じられることを基本理念としています。
　具体的には、中小企業支援策として、新商品開発など経営革新の
促進、人材や資金面など経営資源の確保、受注機会の増大などが盛
り込まれているほか、企業、大学、独立行政法人等など産学官の連
携、規制緩和など企業の事業環境の整備、商店街の活性化、観光の
振興、人材の育成及び雇用の確保など、急速に変化する経済社会の
新たな課題に対応するような内容となっています。
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